
 
 
 

令和８年度 関東地区土地政策推進連携協議会通常総会 次第 
 
 
 日 時：令和８年５月１３日（水）１４：００～１５：３０ 

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 共用大会議室５０１（Web 開催併用） 
 
 

１．開 会 
 

２． 挨 拶 
・関東地方整備局用地部長 挨拶 

 
３．議 題 
 

（１）規約の変更について（審議事項）          （資料１） 
 

（２）令和７年度事業報告について（報告事項）      （資料２） 
 

（３）令和８年度事業計画（案）について（審議事項）   （ 〃 ） 
 
 

４．その他 
                      

  （１）所有者不明土地問題等に対する取組状況の報告    （資料３） 
・埼玉県 

「埼玉県の所有者不明土地対策」 
・埼玉県司法書士会 

「所有者不明土地問題に関する司法書士会の取組」  
・群馬県宅地建物取引業協会 

「空き地・空き家対策の取り組み」 
    ・関東地方整備局 
     「令和７年度 市区町村への働きかけ報告」 
 
  （２）GREEN×EXPO 2027 紹介              （資料４） 
  
 
  （３）最近の制度改正等に関するトピックスについて    （資料５） 
 

５．閉 会 
 



                （案）            【資料１】 

関東地区土地政策推進連携協議会規約 
 
（名称） 

第１条  本協議会は、関東地区土地政策推進連携協議会（以下「本会」という。）と称する。 
 
（目的） 

第２条  本会は、関係する機関等が連携することにより、所有者不明土地の利用の円滑化等に

関する特別措置法（平成 30 年法律第 49 号。以下「所有者不明土地法」という。）の適正か

つ円滑な施行を図るとともに、地方公共団体が行う公共用地の取得又は使用に係る業務（以

下「用地業務」という。）、地籍調査等の土地に係る施策の円滑な遂行に寄与することを目

的とする。 
 
（活動）  

第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 
  一 所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援 
二  所有者不明土地問題の解消に関する取組の情報共有及び支援 
三 地方公共団体の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有及び支援 

 四 前各号に関する相談体制（ネットワーク）の構築 
  五 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと 
 
（構成員） 

第４条  本会の構成員は、別表１及び別表２のとおりとする。 
   
（会長） 

第５条  会長は、国土交通省関東地方整備局長をもってこれに充てる。 
２  会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
３  会長に事故等があり会務を遂行することができないときは、あらかじめ会長の指名する者

が会務を代行する。 
 
（総会） 

第６条  総会は、通常総会及び臨時総会とし、別表１に掲げる構成員をもって構成する。 
２  通常総会は、年１回開催する。 
３  臨時総会の開催は、必要に応じて会長が決定する。 
４  会長が必要と認めるときは、別表１に掲げる構成員以外の者に出席を求めることができる。 
５ 総会は、審議に緊急を要する等やむを得ない場合は、書面により開催することができる。 
６  本規約の改正及び構成員の加入その他本会の会務に関する重要な事項については、総会で

決定する。 
 
（幹事会） 

第７条  総会の下に幹事会を置く。 
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                （案）            【資料１】 

２  幹事会は、別表３に掲げる者をもって構成し、必要に応じて会長が開催する。 
３  幹事会は、国土交通省関東地方整備局用地部長が主宰する。 
４  幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 
  一  本会の活動内容の調整及び執行に関する事項 
  二  総会に提出する事案に関する事項 
  三  総会が幹事会に委任した事項 
  四  前各号に掲げるもののほか、会務の執行に関する事項 
５  幹事会は、本会事務の円滑な運営を行うため、分科会等を設置できるものとする。 
６  分科会等の運営については、別に定める。 
 
（事務局） 

第８条  本会の事務局は、国土交通省関東地方整備局用地部用地企画課に置く。 
２  事務局長は、国土交通省関東地方整備局用地部長をもってこれに充てる。 
３  事務局は、本会運営の事務を行う。 
    
（その他） 

第９条  本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  
 

附 則 
  本規約は、平成３１年２月５日から施行する。 

附 則 
 改正後の規約は、令和４年５月１７日から施行する。 

附 則 
 改正後の規約は、令和４年７月２６日から施行する。 

附 則 
 改正後の規約は、令和５年５月１６日から施行する。 

附 則 
 改正後の規約は、令和６年５月１６日から施行する。 

附 則 
 改正後の規約は、令和７年５月１４日から施行する。 
   附 則 
 改正後の規約は、令和８年５月１３日から施行する。 
 
 
別表１ 

 関東地区土地政策推進連携協議会構成員名簿（会員・協力会員） 
 

○会    員    国土交通省関東地方整備局 
法務省東京法務局 
財務省関東財務局 
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                （案）            【資料１】 

農林水産省関東農政局 

林野庁 

茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
神奈川県 
山梨県 
長野県 
さいたま市 
千葉市 
横浜市 
川崎市 
相模原市 

○協力会員    関東弁護士会連合会 
関東ブロック司法書士会協議会 
埼玉県行政書士会 
埼玉土地家屋調査士会 
関東甲信不動産鑑定士協会連合会 
公益社団法人  東京都不動産鑑定士協会 
一般社団法人  日本補償コンサルタント協会関東支部 
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部 

         茨城県行政書士会 
         栃木県行政書士会 
         群馬県行政書士会 

東京都行政書士会 
         神奈川県行政書士会 
         山梨県行政書士会 
         長野県行政書士会 
         千葉県行政書士会 

公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会 
一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会 
一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 
公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 
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                （案）            【資料１】 

公益社団法人 長野県宅地建物取引業協会 
 
 
別表２ 

関東地区土地政策推進連携協議会構成員名簿（特別会員） 
 

○特別会員  茨城県内の市町村 
栃木県内の市町村 
群馬県内の市町村 
埼玉県内の市町村（さいたま市を除く。） 
千葉県内の市町村（千葉市を除く。） 
東京都内の市区町村 
神奈川県内の市町村（横浜市、川崎市及び相模原市を除く。） 
山梨県内の市町村 
長野県内の市町村 

 
 
別表３ 

関東地区土地政策推進連携協議会幹事会構成員名簿 
 

○会    員 
 
 
常任幹事 

 

   国土交通省関東地方整備局（用地部・建政部） 
   法務省東京法務局 

財務省関東財務局 
農林水産省関東農政局 

   東京都 
 
 
 
 
  代表幹事 
 
 
 
 
 

 
 

  各  県 
 
 

北関東ブロック 南関東ブロック 
 １ 茨城県  １ 千葉県 
 ２ 栃木県  ２ 神奈川県 
 ３ 群馬県  ３ 山梨県 
 ４ 埼玉県  ４ 長野県 

 
 

 
各政令市 

 
 

 １ さいたま市 
 ２ 千葉市 
 ３ 横浜市 
 ４ 川崎市 
 ５ 相模原市 

    ※代表幹事については、任期２年とし名簿順の輪番制とする。 
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                （案）            【資料１】 

○協力会員 
 
 
 
 
  幹    事 
 
 
 

  関東弁護士会連合会 
  関東ブロック司法書士会協議会 
  埼玉県行政書士会 
  埼玉土地家屋調査士会 
  関東甲信不動産鑑定士協会連合会 
  公益社団法人  東京都不動産鑑定士協会 
  一般社団法人  日本補償コンサルタント協会関東支部 
公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部 
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【資料１】 

 
関東地区土地政策推進連携協議会規約 新旧対照表 

（下線の部分は変更部分） 
変更後 変更前 

別表３ 
関東地区土地政策推進連携協議会幹事会構成員名簿 

 
○会    員 
（略） 

 
○協力会員 
 
 
 
 
  幹    事 
 
 
 

  関東弁護士会連合会 
  関東ブロック司法書士会協議会 
  埼玉県行政書士会 
  埼玉土地家屋調査士会 
  関東甲信不動産鑑定士協会連合会 
  公益社団法人  東京都不動産鑑定士協会 
  一般社団法人  日本補償コンサルタント協会関東支部 
公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部 

 

別表３ 
関東地区土地政策推進連携協議会幹事会構成員名簿 

 
○会    員 
（略） 

 
○協力会員 
 
 
 
 
  幹    事 
 
 
 

  関東弁護士会連合会 
  関東ブロック司法書士会協議会 
  埼玉県行政書士会 
  埼玉土地家屋調査士会 
  関東甲信不動産鑑定士協会連合会 
  公益社団法人  東京都不動産鑑定士協会 
  一般社団法人  日本補償コンサルタント協会関東支部 
一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部 
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               (案)         【資料２】 

関東地区土地政策推進連携協議会 

令和７年度事業報告及び令和８年度事業計画 

令和 7 年度 事業報告 令和 8 年度 事業計画 
1.総 会 

(1)通常総会 

開 催 日 

開催方法 

 

議  題 

 

令和 7年 5月 14 日（水） 

会場（さいたま新都心合同庁舎 2 号

館）、web 会議併用 

(1)規約等の変更 

(2)令和 6年度事業報告 

(3)令和 7年度事業計画（案） 

開 催 日 

開催方法 

 

議  題 

 

 

令和 8年 5月 13 日（水） 

会場（さいたま新都心合同庁舎 2 号

館）、web 会議併用 

(1)規約の変更 

(2)令和 7年度事業報告 

(3)令和 8年度事業計画（案） 

2.幹事会 

(1)第 1 回幹事会 

開 催 日 

開催方法 

議  題 

 

令和 7年 4月 22 日（火） 

Web 会議（Microsoft Teams） 

(1)規約等の変更 

(2)令和 6年度事業報告 

(3)令和 7年度事業計画（案） 

開 催 日 

開催方法 

議  題 

 

 

令和 9 年 3 月上旬 

Web 会議（Microsoft Teams） 

(1)令和 8年度事業報告 

(2)令和 9年度事業計画（案） 

 

(2)第 2 回幹事会 

開 催 日 

開催方法 

議  題 

 

令和 8年 3月 4日（水） 

Web 会議（Microsoft Teams） 

(1)規約等の変更 

(2)令和 7年度事業報告 

(3)令和 8年度事業計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.講演会 

(1)「近年の土地法制の見直しと今後の課題」に

ついて 

案(1) 民法、不動産登記法等の改正による所有

者不明土地の登記及び管理の適正化について 

開 催 日 

開催方法 

 

公開期間 

講  師 

令和 7年 7月 18 日（金） 

ライブ配信（Microsoft Teams）及び

動画配信（YouTube） 

令和 7年 8月 12 日～8年 3 月末日 

公益財団法人東京財団 吉原祥子氏 

開催時期 

開催方法 

 

令和 8年 7月頃 
ライブ配信（Microsoft Teams）及び

動画配信（YouTube） 

 

(2)「相続土地国庫帰属等」について 案(2)表題部所有者不明土地解消事業、長期相続登記等

未了土地解消事業、民法・不動産登記法等一部改正法 

開 催 日 

開催方法 

 

公開期間 

講  師 

 

  

令和 7年 10 月 10 日（金） 

ライブ配信（Microsoft Teams）及び

動画配信（YouTube） 

令和 7年 12 月 4 日～8年 6 月末日 

東京法務局 民事行政部不動産登記

部門 相続土地国庫帰属審査室 

麻生雪重統括登記官 

開催時期 

開催方法 

 

 

 

 

 

令和 8年 10 月頃 
ライブ配信（Microsoft Teams）及び

動画配信（YouTube） 
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               (案)         【資料２】 

令和 7 年度 事業報告 令和 8 年度 事業計画 

４．実務講習会 

(1)「所有者探索と財産管理制度等」について 案(1)共有地、相続人多数案件への対応 

開 催 日 

開催方法 

 

公開期間 

講  師 

 

令和 7年 9月 10 日（水） 

ライブ配信（Microsoft Teams）及び

動画配信（YouTube） 

令和 7 年 10 月 9 日～8 年 3 月末日

埼玉司法書士会 地域連携委員会 

委員 吉田 健 氏 

開催時期 

開催方法 

 

 

 

 

令和 8年 9月頃 

ライブ配信（Microsoft Teams）、動画

配信（YouTube） 

 

 

 

(2)空き地・空き家の対策及び活用事例について 案(2)空き地・空き家対策（事例等） 

開 催 日 

開催方法 

 

公開期間 

講  師 

令和 7年 11 月 19 日（水） 

ライブ配信（Microsoft Teams）及び

動画配信（YouTube） 

令和 7 年 12 月 4 日～8 年 6 月末日

埼玉県行政書士会 安藤 和広 氏 

開催時期 

開催方法 

 

 

 

令和 8年 11 月頃 

ライブ配信（Microsoft Teams）、動画

配信（YouTube） 

 

 

(3)土地価格の算出（不動産鑑定評価書の見方等）

開 催 日 

開催方法 

 

公開期間 

講  師 

 

令和 7年 12 月 9 日（火） 

ライブ配信（Microsoft Teams）及び

動画配信（YouTube） 

令和 8年 1月 7日～8 年 9 月末日 

公益社団法人千葉県不動産鑑定士

協会 池田 孝 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.交渉スキル研修 

開 催 日 

開催方法 

 

内  容 

 

講  師 

令和 7年 11 月 11 日（火） 

会場（さいたま新都心合同庁舎 2 号

館） 

用地交渉の実践的な交渉スキル習

得のための実務研修 

(株)話し方研究所 山口 忠嗣 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.個別事案相談会 

開 催 日 

開催方法 

内  容 

 

別添資料 P 10のとおり 

開催時期 

 

開催方法 

 

内容（案） 

 

 

 

令和 8年 9月～12 月予定 

【各都県１回開催（予定）】 

各都県にて確保可能な会議室等及び

オンラインの併用 

所有者不明土地問題や用地業務、地

籍調査等に関する個別的な事案相談

について、連携協議会事務局と各法

務局職員が連携し、相談対応 
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               (案)         【資料２】 

 

令和 7 年度 事業報告 令和 8 年度 事業計画 

7.制度利用促進対応 

開 催 日 

開催方法 

内  容 

個別事案相談会と同日に実施。 

会場（都県庁舎等） 

市区町村による所有者不明土地法

に関する制度の活用状況や各都県

独自の取組状況等を確認。 

空き家部局との連携強化に向けた

意見交換を実施。 

開催時期 

 

開催方法 

 

内容（案） 

 

 

 

 

令和 8年 9月～12 月予定 
【各都県１回実施（予定）】 
各都県にて確保可能な会議室等 
（相談会と同日実施を想定） 

市区町村による所有者不明土地法に

関する制度の活用状況や各都県独自

の取組状況等を確認し、制度の問題

点や改善要望等を確認のうえ利用の

促進を図る。 

空き家部局との意見交換を踏まえ、

所有者不明部局と空き家部局との連

携に向けた情報提供を実施し、所有

者不明土地の制度利用促進について

の意見交換を行う。 
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令和７年度 関東地区土地政策推進連携協議会 個別事案相談会 開催状況

会場 開催日 相談内容

①移転工法の選定について
②ガソリンスタンドの移転工法について

既存土留擁壁に対する補償の考え方について

所管する官公庁が不明な無地番地の取得について

①形式適合認定を取得している建物に対する移転工法の選定について
②木造３階建ての推定再建築費の積算方法について
③杭基礎等が存する建物の補償について

東京会場
(東京都庁)

9月25日

韓国に帰化遍歴がある相続人の戸籍取得について

明治２７年の保存登記後相続登記がされていない６０名共有地について

相続に伴う抵当権の登記手続きが数代にわたりされていない土地について

①所有者の所在が不明である場合の用地取得について
②相続放棄された共有地の用地取得について
③根抵当権等の抹消について

10月28日 海外在住者への課税方法について（WEB）

11月5日 債務者が死亡した共同根抵当権の抹消及び補償について（WEB）

賃貸借契約解除後も借家人が居住を続けている場合の用地交渉等について

①道路用地として用悪水路を取得し、代替地に用悪水路を整備することについて
②筆界未定地の土地取得方法について

非居住者との土地売買契約における登記時の必要書類について

所有者の探索方法について（WEB）

道路用地上に存在する所有者不明家屋について（WEB）

相続人の一部に外国在住者がいる土地の取得について（WEB）

区分所有建物の敷地権が登記された土地の収用手続きについて

収用裁決によって得た土地が境界未確定のために分筆登記できないことについて

地域福利増進事業の活用方法について

訪問を拒否されている場合の用地収用を見据えた用地交渉の進め方について

長野会場
(長野県庁)

11月7日

①残地の取扱いについて（残地買収・残地補償）
②相続に伴う登記手続きが数代にわたりされていない共有地について
③地権者が主張する境界と公図上の境界に相違がある場合の地権者調査について

共有持ち分による地権者多数の場合の地権者調査について

宮内大臣所有の土地取得について

内務省名義の土地に関する対応について

埼玉会場
(埼玉県庁)

12月4日

山梨会場
(山梨県庁)

12月12日

神奈川会場
(大同生命横浜ビ

ル)
9月19日

栃木会場
（栃木県庁）

10月9日

千葉会場
（千葉県庁）

11月28日

茨城会場
（茨城県庁）

10月17日

群馬会場
（群馬県庁）

11月4日

【資料２】別添
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神奈川会場 栃木会場

茨城会場 群馬会場

千葉会場
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会員の取組状況の報告について 
 

○埼玉県「埼玉県の所有者不明土地対策」 
・・・P13～P16 

 
○埼玉県司法書士会 
「所有者不明土地問題に関する司法書士会の取組」 

・・・P17～P27 

 

○群馬県宅地建物取引業協会 
「空き地・空き家対策の取り組み」・・・P28～P45 
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所有者不明土地問題に関する
司法書士会の取組

埼玉司法書士会
17
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日本司法書士会連合会では
⇒所有者不明土地問題対策委員会を設置

• 事業内容としては

1. 国交省等の審議会傍聴及び相続登記促進に関する研究会等への参加による情報収集

2. 想定事例集バージョンアップ及び研究のための国交省等との意見交換会

3. 土地政策に関する情報収集及び提言

4. 想定事例集の活用に向けた自治体職員向けセミナーの企画

5. 想定事例集の活用に向けた司法書士会主催の研修会及びセミナー等への講師派遣

6. 所有者不明土地問題対策に係るブロック会別協議会

7. 所有者不明農地への対応

18
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想定事例集とは？

「自治体職員のための所有者不明土地困難事例解決集～司法書士がお役に立ちます～」

• 本解決集は、用地買収等の事業において、自治体職員の皆様が土地所有者の所在不明
等による困難事例に遭遇したときの道しるべとして、参考にし、司法書士を利用して
いただきたいという思いから作成したものです。（中略）

• データが大量なため、ここで解決集の全部を配布することはできませんが、各地の司
法書士会に備えております。お近くの司法書士会にお尋ねになり取得してください。

⇒事例解決集（埼玉会HPに掲載）（パスワード 4B7KR2）

想定事例集とは？

19
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https://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/%e3%80%8c%e8%87%aa%e6%b2%bb%e4%bd%93%e8%81%b7%e5%93%a1%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e6%89%80%e6%9c%89%e8%80%85%e4%b8%8d%e6%98%8e%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e5%9b%b0%e9%9b%a3%e4%ba%8b%e4%be%8b%e8%a7%a3-3/


埼玉司法書士会では

• 地域連携委員会で空家対策・成年後見の利用の促進と共に担当

• 取組としては
• 法務局と連携した相続登記促進
⇒リーフレット「相続登記虎の巻（埼玉会HPに掲載）」の作成・配布

• 想定事例集の活用
⇒市町村向け説明会の開催（令和６年度）
⇒関東地区土地政策推進連携協議会実務講習会への講師派遣（令和７年度）

• 新たな財産管理人へ対応するための人材育成
⇒受託予定会員名簿を作成し推薦体制を整備

• 市町村からの委託による所有者調査⇒受託会員の推薦

20
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https://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/%e3%80%8e%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%80%8f%e3%81%af%e5%8f%b8%e6%b3%95%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e3%81%ab%e3%80%82/


新たな財産管理人の活用

• 都会では活用が進んでいないのが実情か？

• 成年後見人として自宅敷地の道路買収に関わった実例から考えると

① 平成30年3月 就任⇒隣地との境界確定がきっかけ

② 平成30年6月 裁判所に道路買収の報告・居住用不動産売却の許可申立

③ 平成30年7月 土地売買に関する契約の締結

  分筆対応、外構業者との打合せ

④ 平成31年1月 裁判所に対して外構取壊しの上申

⑤ 平成31年3月 取壊し完了・引渡し

※ 本人は施設入所、自宅については本人の配偶者が居住

21

【資料３】



ご清聴ありがとうございました。

司法書士との連携のお問い合わせは
司法書士会までお願いいたします。

22

【資料３】



1 
 

     「自治体職員のための所有者不明土地困難事例解決集 

       ～司法書士がお役に立ちます～」 のご案内 

 

 昨年３月に作成しました標記事例集の一部抜粋を改めてお送りします。 

 本解決集は、用地買収等の事業において、自治体職員の皆様が土地所有者

の所在不明等による困難事例に遭遇したときの道しるべとして、参考にし、

司法書士を利用していただきたいという思いから作成したものです。 

 所有者不明土地は、相続登記がされないことなどを原因として発生し、管

理の放置による環境悪化を招くほか、公共事業の用地買収、災害の復旧・復

興事業の実施や民間の土地取引の際に、所有者の探索に多大な時間と費用を

要するなど、国民経済にも著しい損失を生じさせていて、人口減少・超高齢

社会、相続多発時代を迎えている中、社会全体の生産性を向上させるために

も、所有者不明土地等問題の解決は喫緊の課題となっています（「令和７年

６月６日所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」より）。 

このため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、森林経

営管理法、表題部所有者不明土地法、相続土地国庫帰属法が制定され、土地

基本法、民法、農業経営基盤強化促進法が改正されるなどの一群の法律が整

備されました。そして、地方公共団体と関連分野の専門家が連携協力して、

整備された法制度を積極的に活用して所有者不明土地問題に取り組んでい

くことが求められています。 

 さて、令和３年の民法改正（令和５年４月１日施行）により所有者不明土

地・建物管理人という新たな財産管理制度がスタートして３年になろうとし

ています。この間、司法書士も所有者不明土地・建物管理人に就任すること

で、新たな財産管理制度の優れた点や課題が分かってきました。そこで、新

たな財産管理制度を含めた各種財産管理制度を活用した、困難事案の解決方

法と解説を交えつつ、利用可能な補助金の仕組みや実務に活用できるコラム

等を加えた解決集を昨年３月に作成しました。本解決集を使用した自治体職

員向けの研修会やセミナーを企画・開催している司法書士会もありますので、

ぜひ、自治体の職員の方々にご活用いただきたいと思います。 

データが大量なため、ここで解決集の全部を配布することはできませんが、

各地の司法書士会に備えております。お近くの司法書士会にお尋ねになり取

得してください。 

 

令和８年３月 

          日本司法書士会連合会 

          所有者不明土地問題対策委員会 
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一部抜粋
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名 称
日本語︓2027年国際園芸博覧会
正式略称︓GREEN×EXPO 2027

（グリーンエクスポ ニーゼロニーナナ）

位置付け
• 最上位の国際園芸博覧会（A1）

• 国際博覧会に関する条約に基づく認定博覧会

基本事項
開催場所︓神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設の一部）
開催期間︓2027年3月19日〜9月26日（192日間）
参加者数︓1,500万人（有料来場者数1,000万人以上）
開催者 ︓公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会

会場位置図

※ A1は、我が国では1990年の国際花と緑の博覧会（大阪市）のみ

横浜グリーンエクスポ（２０２７年国際園芸博覧会） 概要

【公式ロゴマーク】

■公式マスコットキャラクター
「トゥンクトゥンク」

「人と地球の自然との新たな関係を育む
コミュニケーター」として機運醸成に活躍

関東では“つくば科学万博”以来42年ぶり２回目の開催
１都３県では初の国際博覧会

オフィシャルグッズ好評販売中
オンラインストア

詳細はこちらから▼

近傍４駅よりシャトルバスアクセス（約10~20分）
会場隣接駐車場、パークアンドライド駐車場あり

2027年国際園芸博覧会
公式ホームページ

入場券価格
大人・1日券 5,500円（前売チケット 4,900円）
小人・1日券 1,500円（前売チケット 1,400円）

通期パス、夏パス、夜間券などもご用意しております

キーワード
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 会場計画
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 出展イメージ（日本政府苑／主催者展示／Village出展）

ＫＴグループ

NTT東日本 株式会社

三菱国際園芸博覧会総合委員会

必要な時に必要な場所へ「くるまたち」が 「エネルギー」を運び、
皆さまを笑顔にします。

NTT東日本は「産業・自然・文化」が調和し、 幸せがめぐる
“Well-beingな社会“を体験型で表現いたします。 

幸せな明日に向けて、「自然と人、社会との共生」の重要性を楽しみ
ながら再確認して、みんなで取り組むきっかけに繋がるような展示を目
指します︕

KTグループ

株式会社大林組

©三菱国際園芸博覧会総合委員会

株式会社 大林組

大林グループが目指す「地球・社会・人」の調和した世界観を、
是非体感しに来てください。

鹿島建設 株式会社

「（仮称）KAJIMA TREE」。それは自然と人の明日の物語。大
阪・関西万博の大屋根リングの木材※が、先端技術により新たな命
を吹き込まれ、GREEN×EXPOのシンボルとして生まれ変わります。

東邦レオ 株式会社

ノモの国を「STUDIO」として再生します。循環から生まれる新しい
体験を感じてください。

竹中グループ

脱炭素、資源循環、自然共生を調和させ、地球の恵みを回復・再
生し、創造性豊かに暮らす社会を目指します。 

住友林業 株式会社

1691年の創業以来、森や木、植物と歩んできた住友林業ならではの
展示・体験を提供します。

提供：鹿島建設株式会社

©竹中工務店

「複数の空間をつなぐ2階デッキスペース」
住友林業株式会社

■主催者展示（グリーンエクスポ協会による出展）

「全ての生命はつながっている。植物を中心に」をテーマに、植物たちの知られざる能
力と、生命同士の複雑で巧妙なつながりを「映像技術＆研究結果」×「アート＆エン
ターテイメント」の掛け算により、感動とともに届けていく。

江戸時代に発展した園芸文化を「知り・感じ・未来へとつなぐ」をコンセプトとした施
設。江戸の植木屋・花屋敷の再現空間や日本と海外の園芸植物のつながりに関する映像シ
アター、伝統的園芸植物の生体展示など、日本の園芸文化を楽しみながら体感。

■日本政府苑（国土交通省・農林水産省による出展）

テーマ館

園芸文化展示

■Village出展（概要公表済のもの）

「日本の自然観を再考し、未来へ進む」というコンセプトの下、
・日本に受け継がれてきた自然観や、文化・芸術、里山の風景を表現
・日本で育まれた知恵が環境・社会課題の解決の糸口となることを提示

令和日本の庭

宮内庁所蔵の盆栽の展示
里山の景と調和した建築

©三菱国際園芸博覧会総合委員会

© Yuko Nagayama & Associates / TOHO-LEO Co.

NTT東日本

大林組
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国土交通省 展示、イベント、技術実証等の取組
２０２７年国際園芸博覧会関係
閣僚会議（第４回）資料より抜粋
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入場チケットの券種・価格について

※価格は全て日本円・税込みです。
※3歳以下の方は無料となります。
※前売チケットの販売は2027年3月18日までとなります。

【チケット購入ステップ】
入場には、来場日時予約が必要となります。（今

後開始予定）
公式チケットサイト以外でも、旅行代理店や各種

プレイガイド等チケット販売事業者による販売も
実施予定です。

URL https://expo2027yokohama.or.jp/tickets-index/
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2027年国際園芸博覧会関係閣僚会議

○ 地球環境課題の解決に資する優れた国内技術を世界に発信する、絶好
の機会にしたい。
例）ペロブスカイト太陽電池、世界最高レベルの完全閉鎖型の植物工場

○ 政府・協会の推進体制の抜本的強化を表明。
 関係府省庁連絡会議の議長を内閣官房副長官補に格上げ強化
 各省庁から協会への派遣を、大阪・関西万博の経験者含め、大幅増員
 万博の経験をグリーンエクスポに継承する『アドバイザリーボード』の設置

○ 横浜市、神奈川県、また経済界に対し、特段の協力を要請。
 協会への追加要員の派遣と、それぞれの組織での更なる体制の強化
 露出度の拡大などによる機運の醸成、展示やイベント、コンテンツの充実
 会員企業に対する協賛を通じた我が国の技術力の発信や入場券の販売促

進についての働きかけ
○ グリーンエクスポの成功に内閣を挙げ、関係閣僚、関係自治体、協会、経

済界が緊密に連携し、オールジャパン体制で、博覧会を成功に導く決意を
表明。

●第３回 高市総理の発言概要

２０２７年国際園芸博覧会関係閣僚会議（第３回）
日時︓R7.12.5（金）17:15〜17:30
場所︓官邸２階小ホール
出席︓高市内閣総理大臣、木原内閣官房長官、金子国際園芸博
覧会担当大臣・国土交通大臣、鈴木農林水産大臣、赤澤経済産
業大臣・国際博覧会担当大臣、茂木外務大臣、平口法務大臣、
石原環境大臣、あかま内閣府特命担当大臣（防災）・国家公安
委員会委員長、堀内総務副大臣、中谷財務副大臣、小林文部科
学副大臣、神谷厚生労働大臣政務官、吉田防衛大臣政務官、古
川復興大臣政務官
一般社団法人日本経済団体連合会・公益社団法人2027年国際
園芸博覧会協会 筒井会長、横浜市 山中市長、神奈川県 黒岩知
事、一般社団法人 神奈川県商工会議所連合会・横浜商工会議
所 上野会頭、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 河村
事務総長
議題︓入場券価格（案）、関係省庁の取組、協会の体制強化、
出席者発言

（第3回︓令和7年12月5日開催）
（第4回︓令和8年3月19日開催）

●第４回 木原官房長官の発言概要
○ 基礎的な準備は着実に進んでいる一方で、コンテンツの充実や機

運醸成をはじめ、取組はまだ道半ばであり、大成功に向けてギアを
一層あげることが必要と指摘。具体的には、以下の５点を指示・依
頼。

 国際出展については、参加契約や展示準備について、進捗管理を
進め、外務省と連携し、各国への働きかけを強化すること。

 企業協賛については、各省の幹部が先頭に立ち、関係業界に本
博覧会の意義を説明し、協会による協賛獲得につなげること。また、
経済界に対し、協賛、人材派遣、入場券購入について、会員企
業に対して強力な働きかけること。

 コンテンツについては、来場者のニーズを踏まえ、エンターテインメント
やグルメの要素を充実させるなど、中身の磨き上げを強化し、多くの
方が「楽しめる万博」にすること。加えて、グリーン技術の産業見本
市とするために、各省が知恵を絞り、技術の発掘と協賛獲得に取
り組み、成長投資につながる展示・イベントを考えること。

 機運醸成については、ＳＮＳを積極的に活用しながら、戦略的な
PRを行うこと。地元首長である黒岩知事と山中市長に対し、機運
醸成の動きを、首都圏、全国へ広めるためにも、リーダーシップを発
揮すること。

 宇野補佐官とも相談し、協会と国・地方・民間との連携強化の枠
組みを作ること。
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２０２７年国際園芸博覧会 開催1年前記者発表会 開催概要 
【日時】 2026年3月19日 9:30〜11:00 
【会場】 東京国際フォーラムホールB7（東京都千代田区丸の内3-5-1） 
【登壇者】 
公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 会長 筒井義信（（一社）日本経済団体連合会 会

長） 
公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 総合企画調整室長 清瀬一浩 
GREEN×EXPO 2027 公式アンバサダー 芦田愛菜 
GREEN×EXPO 2027 公式アンバサダー ゆず（北川悠仁、岩沢厚治） 
GREEN×EXPO 2027 公式マスコットキャラクター トゥンクトゥンク 
国土交通大臣 金子恭之（代理 国土交通事務次官 水嶋智） 
農林水産大臣 鈴木憲和 
経済産業副大臣 井野俊郎 
横浜市長 山中竹春 
神奈川県知事 黒岩祐治 
日本財団会長 尾形武寿 
アメリカ大使館 アーロン・D・スナイプ 臨時代理大使 

開催１年前準備状況・１年前記者発表会（令和8年3月19日）
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■原宿駅ファッションJOYボードへの広告掲載開始
山手線沿いの３ｍ×４m×１３面の巨大広告を設置
（2025年10月31日から2026年春まで）

■渋谷駅ハチ公広場前５面（同時放映）
11/３（月・祝）〜２週間
15秒/60回/日（9:00〜24︓00）

■東京メトロ駅貼りポスター
…霞が関・永田町・赤坂見附・虎ノ門で実施
…11/３（月・祝）〜２週間、B0横ポスター全34枠掲出

■政府出展起工式（2025年11月2日）■500日前記者発表会（2025年10月29日）

■ジャパンモビリティショー2025でのナンバープレート展示■国交省内にカウントダウンボード設置（2025年11月４日）■横浜市による500日前発表会（2025年11月４日）

開催500日前（2025年11月４日）関連の取組
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開幕に向け機運醸成の取組（国土交通本省）
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■開催概要
日 時：令和８年３月１６日（月）１６：００〜１６：３０
場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館１階エントランス

ホール
出席者：国土交通省関東地方整備局長

国土交通省関東運輸局長
農林水産省関東農政局長

次 第 ・開式
・３局長からの御挨拶
・横浜グリーンエクスポ関連クイズ
・記念撮影
・閉式

（関東地方整備局長）

＜記念撮影＞

＜横浜グリーンエクスポ関連クイズ＞

＜３局長からの御挨拶＞

（関東運輸局長）

開催１年前を迎える横浜グリーンエクスポの機運を一層醸成するため、令和８年３月１６日に、開催地を管轄する国土
交通省関東地方整備局、関東運輸局及び農林水産省関東農政局の３局で連携キックオフセレモニーを開催しました！

「Blooming RING Action」
ポーズにて記念撮影

公式マスコットキャラク
ターの名前当てクイズな
どに回答頂きました！

開催までついに1年を切りました！

公式マスコットキャラクター
トゥンクトゥンク

（関東農政局長）

関東地方局 横浜グリーンエクスポ機運醸成連携キックオフセレモニー
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GREEN×EXPO協会が作成している広報媒体（下記参考）
を活用し、ポスター・デジタルサイネージの掲示や、イベント
等での広報のご協力をお願いいたします。

【イベントにおける展示】

【ポスター】 【横浜グリーンエクスポの見どころムービー】

【参考（協会HP） 】
チラシ・パンフレット
（https://expo2027yokohama.or.jp/about/promotionmaterials/）
動画（https://expo2027yokohama.or.jp/about/movie/）

【特別仕様ナンバープレート】
（令和7年5月3日デザイン公表）

【申込受付】
令和7年6月9日（月）～

【交付期間】
令和7年７月14日（月）

～令和9年11月30日（火）

公用車への取付けにご協力を
お願いいたします！

【詳細（国交省HP） 】
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000536.html

横浜グリーンエクスポへのご協力のお願い

11

② ご協賛・ご寄付
GREEN×EXPO協会では、各種ご協賛やご寄付を募集して
おります。詳細は、協会HPをご確認ください。
（協賛について：https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/sponsorship/）
（寄付について：https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/donation/）

■広報プロモーションへのご協力

① 機運醸成 ■特別仕様ナンバープレートの取付

サイネージ・ポスター等は、以下Formsより申請できます。ぜひご活用ください︕
（Forms）https://forms.office.com/r/xfwsSQJ1Fi
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各施設でのサイネージ放映

（川崎駅前防災情報表示板）

関東地方整備局

【参考】関東管内における横浜グリーンエクスポの機運醸成の取組事例（R8.3月時点）

（さいたま新都心駅前）
さいたま市

茨城県取手市
（取手ウェルネスプラザ(市出先機関)）

各施設でのポスター掲示等

（岩槻観光案内所でのポスター掲示）
さいたま市

（上田市 庁舎執務室）
長野県上田市

各種イベント等におけるPR

（国営公園来園者への関連グッズ配布）

（利根川近代改修150周年シンポジウム
におけるPR動画放映）

（グリーンインフラフォーラムｉｎさいたま
におけるポスター掲示・チラシ配架）

さいたま市

関東地方整備局

関東地方整備局

HPへの掲載やSNS投稿

（管内国営公園HPへの掲載）

（関東地整X投稿）

（HPへのバナー掲載）
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【資料５】           

 

最近の制度改正等に関するトピックスについて 
 
 

○所有不動産記録証明制度について（R8.2.2 施行） 
・・・P５９ 

 
○所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の 

表示について（R8.4.1 施行） 

・・・P６０ 

 

○住民等変更登記の義務化と職権変更制度について 
 （R8.4.1 施行）           

・・・P６１～P６５ 

 

○空き地の適正管理及び利活用に関するガイドライン 
 （R7.4.1 公表）        

   ・・・P６６～P６８ 

 

○所有者不明土地法に関するヒアリングについて 
・・・P６９～P７３ 
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所有不動産記録証明制度

○ 現行不動産登記法の下では、登記記録は、土地や建物ごとに作成されており（物的編成主義）、
全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出し、その結果を
公開する仕組みは存在しない

○ その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあ
るかについて相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてし
まう事態が少なからず生じていると指摘されている

所有不動産記録証明制度について

Ａ

登記官において、特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産（そのような不動産がない場合
には、その旨）を一覧的にリスト化し、証明する制度を新設

【所有不動産記録証明書の交付請求が可能な範囲】

（相続人による請求）被相続人その他の被承継人が所有権の登記名義人
として記録されている不動産
（本人による請求）自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産

※第三者による請求は不可

⇒ 相続登記を促進するとともに、不動産承継を円滑化する効果を期待

○ 相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続
的負担を軽減するとともに登記漏れを防止

○ 将来の相続発生に備えて遺言を用意するために自己の所有する不動産を把握したい、融資を受ける際などに全
国に点在する自社の所有する不動産を証明したいといったニーズにも対応

R8.2.2施行

プライバシー等に配慮して、請求の範囲を次のとおり限定

1,600円書 面 請 求
手 数 料 額 1,500円送 付オ ン ラ イ ン

請 求 1,470円窓 口 交 付

現 状

＜所有不動産記録証明書（見本）＞
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死亡情報についての符号の表示

Ａ

【現状】
○ 現行法の下では、特定の不動産の所有権の登記名義人が死亡しても、一般に、申請に基づいて

相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、
登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができない。

○ もっとも、民間事業や公共事業の計画段階等においては、死亡の有無の確認が可能になれば、所
有者の特定やその後の交渉に手間やコストを要する土地や地域を避けることが可能になり、事業用
地の選定がより円滑になることから、所有権の登記名義人の死亡情報をできるだけ登記に反映させ
るべきであるとの指摘がされている。

所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が他の公的機関
（住基ネットなど）から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度を新設
⇒ 登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能となる。

所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示について

住基ネットなど

死亡情報
を取得（※１）

（手続のイメージ）

死亡の有無について
所要の確認を実施
（戸籍の確認等）

死亡の事実が
認められる場合（※２）

不動産登記
情報システム

所有権の登記
名義人について
死亡を示す符号
を表示

（※１） 住基ネットについては、所有権の登記名義人の
住所等の変更情報を取得する仕組み【P16~19参照】
の中で、死亡情報も取得することが可能であるため、この
仕組みを活用する

符号の表示を広く実施していく観点から、住基ネット以外
の情報源からも死亡情報の把握の端緒となる情報を取
得する予定

（※２）条文上は「権利能力を有しないこと」とされているが、差し当
たり、法務省令で必要性の高い自然人を対象とする

【新第76条の4】

【新第151条参照】

R8.4.1
施行
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住所等変更登記の義務化と職権登記制度について R8.4.1
施行

【背景】
住所等変更登記は義務ではない
自然人・法人を問わず、転居・本店移

転等のたびに登記するのには負担を感じ、
放置されがちである

※ 都市部では所有者不明土地の主な原因との
調査結果もある

住所等変更未登記への対応

➊

➊ 登記申請の際等に、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う

❷ 登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して、少なくとも
２年に１回照会し、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する

❸ 登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることについて
確認をとった上で、職権で変更の登記をする（非課税）

❷
❸

○ 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から２年以内にその変更
登記をすることを義務付ける

❷

❸

➊

不動産登記
システム

不動産登記
システム

➊ 法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項に
追加する

❷ 商業・法人登記簿上で法人の名称や住所の変更があった都度、商業・法人登記システム
から不動産登記システムに対し、その情報を提供する

❸ 取得した情報に基づき、登記官が職権で変更の登記をする（非課税）

自然人の場合

法人の場合

スマート変更登記でらくらく安心︕

住民基本
台帳ネットワーク

システム

商業・
法人登記
システム

R8.4.1施行

○ 施行日前の住所等の変更でも、未登記であれば、義務化の対象（２年間の猶
予期間あり）

住所等変更登記を義務化

R7.4.21施行

R6.4.1施行

○ かんたん・無料のスマート変更登記の手続をしておけば、住所等の変更があ
るたびに登記申請をしなくても、登記官の職権で住所等変更登記がされる

○ 「正当な理由」がないのに登記を怠ったときは、５万円以下の過料の適用対象
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○ 国民の自発的登記申請を促しつつ、法務局における運用の透明性・公平性を十分に確保する。省令・通達を定めて公表予定
○ 登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知（過料通知）は行わず、あらかじめ義務を負う者に催告を実施する。
催告に応じて変更登記をした場合は、過料通知は行わない。

○ 「正当な理由」が認められる類型を明示。これらに該当しない場合でも、登記官が個別事情を丁寧に確認して、判断する。
①検索用情報の申出・会社法人等番号の登記がされているが、職権登記手続がされていない場合 ②行政区画の変更等による住所変更の場合
③重病等である場合 ④ＤＶ被害者等である場合 ⑤経済的に困窮している場合

住所等変更登記の義務化に向けて進める環境整備

○ 住民に身近な自治体、専門資格者団体等と連携し、一段ときめ細やかな幅広い周知・広報を、政府を挙げて実施
住所等変更登記の義務化に向けた周知・広報

住所等変更登記の義務化の運用方針の決定

住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン（概要） R7.3.28 法務省

○ 不動産の所有権の登記名義人に対し、住所等を変更した日から２年以内に、変更登記を義務付ける。正当な理由がないのにその義務に違反したときは、
５万円以下の過料の適用対象。施行日前の変更でも、未登記であれば、義務化の対象（猶予期間あり）。

○ 登記名義人の負担軽減のため、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき職権で変更登記することができる仕組みを新設する。

所有者不明土地等の発生予防を目指す「住所等変更登記の義務化」の施行まで残り１年となり、新制度の開始に向けた環境整備策や
予定している運用上の取扱い等を明らかにし、国民に新制度の十分な理解と適切な対応を促すことを目的とするもの

○ 検索用情報の申出・会社法人等番号の登記がされている場合には、他の公的機関との情報連携により、登記官が職権で住所等の
変更登記を行う（義務は履行済となる）。 申出をしておけば後はおまかせ 申出はかんたん・無料

➊ 検索用情報（生年月日等）の申出
❷ 法務局側で定期的に住基ネットに照会
❸ 住所等に変更があれば本人の了解を得て、

職権で変更登記

➊ 会社法人等番号の申出
❷ 商業・法人登記上で住所等に変更が

あれば不動産登記システムに通知
❸ 職権で変更登記

法
人

新制度の内容【令和８年４月１日施行】

登記官

義務違反を
把握

所有者

義務の履行
を催告

正当な理由なく
申請・申出をしなかった場合

要件に該当するか否かを判断し、
過料を科する旨の裁判をする

過料事件の通知はされない催告に応じて申請・申出をした場合

❷

❸

➊

不動産登記
システム

住基
ネットシステム ➋ 商業・

法人登記
システム

❸

不動産登記
システム

➊

過料事件の
通知

個
人

R7.4.21先行施行 R6.4.1先行施行
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不動産登記

② 氏名・住所の変更情報
を提供

③ 氏名・住所の変更情報を取得した場合

所有権の
登記名義人

職権で変更登記をすることについて
登記名義人に意思確認

（上記㋐のメールアドレス宛てに連絡）

了解

所有権の
登記名義人

㋐ 検索用情報を事前に提供
【検索用情報】

氏名、氏名の振り仮名（外国人にあってはローマ字氏名）、住所、
生年月日、メールアドレス

㋑ 検索用情報をシステム内部に記録
（氏名・ローマ字氏名・住所以外は公示さ
れない）

スマート変更登記の手続イメージ（自然人の場合）

最新の住所を公示することに支障がある者（ＤＶ被害者等）
も存在し得ることや、住民基本台帳制度の趣旨等を踏まえ、
所有権の登記名義人の了解を得た上で、登記官が職権で変
更登記を行う④ 職権による変更登記

住民票
情報

① 検索用情報（※）を用いて
２年に１回程度照会

（※）上記㋐のメールアドレス以外のもの

住所等の
変更を届出

⇒ 住所等変更登記の義務は履行済みとなる

・令和７年４月２１日以降に新たに所有権の登記名義人となる場合、原則として、その登記申請
時に検索用情報を申し出ることが必要

・同日時点で既に所有権の登記名義人である者も検索用情報の申出を行うことが可能

住基ネット

検索用情報の申出
（令和７年４月２１日施行）

スマート変更登記
（令和８年４月１日施行）

登記情報
＋

検索用情報

登記情報
＋

検索用情報
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不動産登記
商業・法人
登記システム

① 名称・住所の
変更情報を提供

不動産
登記情報

所有権の
登記名義人

② 職権による変更登記

所有権の
登記名義人

不動産
登記情報

商業・
法人登記

情報

㋐ 会社法人等番号の登記申請
新たに所有権の登記名義人となる法
人は会社法人等番号を登記事項とし
て登記申請をするとされた（※1）

㋑ 会社法人等番号を登記
（※2）

スマート変更登記等の手続イメージ（法人の場合）

※ 職権で変更登記をすること
について登記名義人に意思
確認はしない

(※1) R6.4.1より前に所有権の登記名義
人となっている法人については、オンライン・
書面による簡易な申出により、登記官が職
権で会社法人等番号を登記する

※ 省内のシステム間連携に
よる対応が可能であるため、
定期的な照会は不要

ある不動産について、どの法人が所有権の
登記名義人として記録されているのかを厳格
に特定し、その真正性を確保する観点から、
所有権の登記名義人が法人である場合

には、会社法人等番号等を登記事項とする
こととされた。

会社法人等番号等を登記事項化
会社法人等番号を検索キーとして、商業・法人登記システムとの間の情報連携を行う

名称・住所の
変更の登記

⇒ 住所等変更登記の
義務は履行済みとなる

【新第76条の6】

【新第73条の2第1項第1号】

(※2) 登記官が職権で行う住所
等変更登記のための商業・法人
登記システムとの情報連携は、登
記した会社法人等番号を検索キ
ーとする

スマート変更登記
（令和８年４月１日施行）
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住所変更登記等の申請の義務化に関する経過措置について

（基本的なルール）
○ 施行日（R8.4.1）前に住所等変更が発生していたケースについても、登記の申請義務は課される。
○ 申請義務の履行期間については、施行前からスタートしないように配慮

具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間（２年間）がス
タートする。

＜施行日前に住所等変更が発生していたケース＞

施行日
R8.4.1

住所変更登記等の申請の義務化関係

【改正法附則第5条第7項】

氏名・住所等
に変更が

発生した日
住所変更登記等の申請義務の

履行期間
（施行日から２年間）

R8.4.1
施行
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空き地の適正管理及び利活用に関するガイドラインの概要

○ 世帯の保有する空き地の面積は、この10年で２倍以上※1に増加。空き地が適正に管理されない場合、雑草の繁茂、ゴミ等
の投棄、害虫の発生、景観の悪化等の周囲へ悪影響※２が懸念される。
（※1世帯土地統計 2008年：632km2→2018年：1,364km2 東京23区(627.5km） の約２倍)
（※２「土地の利活用・管理に関するアンケート調査」（国土交通省、R6.2実施）において、管理不全土地のもたらす周囲への悪影響として回答の
あった項目の上位4項目）

○ 空き地は約６割が65歳以上の世帯によって保有されており、今後の人口動態を踏まえれば、相続等により一層の空き地の
増加が見込まれる。

空き地の適正管理及び利活用を推進するため、地方公共団体をはじめ、空き地対策に取り組む方々の指針と
なる初のガイドラインを作成・発出。

39歳以下, 3% 40〜44歳, 3%

45〜49歳, 5%

50〜54歳, 7%

55〜59歳, 11%

60〜64歳, 13%
65〜74歳, 33%

75歳以上, 25%

家計を主に支える者の年齢別 「低・未利用地」の
所有件数・割合（平成30年）

39歳以下 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳
55〜59歳 60〜64歳 65〜74歳 75歳以上

国土交通省「土地基本調査報告書」（平成30年）より作成

262 266 279 261 317 285 

131 106 87 98 
116 102 

712 804 
681 632 

981 

589 

775 7.2% 8.4%

6.7% 6.5%

8.6%

12.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

（
㎢
）

世帯対象土地面積に対する空き地等の面積・割合

屋外駐車場 資材置場 空き地（原野含む）
空き地 原野 空き地率

国土交通省「土地基本調査報告書」（平成30年）

令和７年4月１日公表
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適正管理と利活用に関する取組

○ 行政、士業等の専門家の参画、様々な課題に一元的
に対応できるワンストップ相談窓口の設置によるコー
ディネートやコンサルティングが有効。

○ 地域の良好な環境の確保に利害を有する地域コミュ
ニティ（地域運営組織、NPO法人等）が担い手となって、
効果的・持続的な取組を期待。

○ 空き地等は、利活用されないと管理不全になり、周辺環
境に悪影響を及ぼすことから、可能な限り需要を見出し
利活用に導くことが必要。

担い手の確保

空き地の適正管理と利活用の関係

事例：たもんじ交流農園（東京都墨田区）

NPO法人が臨時駐車場だった土地に農園・広場を整備

推進すべき取組

○ 土地所有者等への情報提供等により適正な管理を求
めるほか、自らの管理が困難な場合に管理委託等で第
三者に委ねる環境の構築が重要。

○ 隣地統合等による私的利用の継続のほか、農園・菜
園、緑地・広場など地域に開かれたオープンスペースと
しての利用など用途の転換が有効。

実態把握と対策の検討、計画的推進

○ 空き地等の所在、状態等の実態や地域の意向等の把握、
データベース整備が重要。

○ 地方公共団体等が空き地の管理・利活用に取り組む際の参考となるよう、専門家や地域と連携した担い手
の確保や、農園・菜園、緑地・広場等への転換等について、多数の先駆的事例を紹介し、解決策を提示。

事例：空き家空き地地域利用バンク（神戸市）

空き地等と利活用を希望する地域団体を登録し、マッチング

先駆的事例を掲載

先駆的事例を掲載

先駆的事例を掲載

○ 土地利用に関する計画において望ましい方向性
を示し、利用転換等を計画的に誘導。空き家対策
との一体的対応も有効。 先駆的事例を掲載 67



○ 空き地の管理不全対策等のため、条例制定等に資するよう、これまで制定されてきた空き地に関する条例に
ついて、管理不全状態の基準や是正措置等の内容等を体系的に整理・分析。特に行政代執行については、判
例等を踏まえた法的な整理を明確にした上で、運用時のポイントを解説。

○ 大半の条例は是正措置として指導助言､勧告､命令を規
定｡代執行のほか即時強制､罰則を措置する例も。

○ 除草業者のあっせんや行政への管理委託など、管理を支
援する方策を定める例もみられる。

○ 所有者探索のため、個人情報保護条例の例外として、行
政保有情報の目的外使用を可とする例も多い。

○ 行政代執行はハードルが高く実行に踏み切るケースが少
ないことから、判例等を踏まえた留意点として、①所有者
への弁明機会の付与等の適正な手続の確保、②条例等によ
る適用基準の明確化と事前明示、③費用の負担・徴収の方
法について解説。

○ 「現に使用されていない土地」や「工作物が置かれていない
土地」を対象としている例が多数。宅地であった、又は住宅
地に存する空き地のみ対象とする例、農地・林地等土地を対
象外とする例も多い。

○ 対象区域をあらかじめを指定する方式をとる例も。

条例による取組施策対象となる空き地の範囲

管理不全状態の基準

○ 管理不全状態としては、雑草等の繁茂に起因して、①害虫
の発生、②不法投棄、③交通障害、④火災（放火）の危険、
⑤犯罪の温床を挙げているものが多い。

○ 雑草の繁茂については数値基準（地表からの長さを
30cm以上とするものから１m以上とするものまで自治体
により幅がある）や面積基準を設けている例も。

空き地に関する条例

○ 自主条例によるほか、空き地等の利活用・適正確保
のために活用できる、所有者不明土地法等の個別法や
民法に基づく制度（計画、協定、財産管理、是正措置
等）を整理し紹介。

活用可能な諸制度

空き地に繁茂した雑草が隣家に越境 空き地の大木が隣家に近接 68



 

所有者不明土地法に関するヒアリングのご協力のお願い 

 
〇 所有者不明土地法は、平成 30 年に所有者不明土地の管理の適正化及び利用の円

滑化を目的として制定されました。（令和元年６月１日施行） 

〇 同法は制定から５年後の令和４年に改正され、地域福利増進事業の拡充を図るた

めの措置、所有者不明土地・建物管理制度についての申立ての特例の新設等を行い

ました。（令和４年１１月１日一部施行） 
 令和４年の改正法の附則において、施行後５年を目途として同法の施行状況に関

する検討を行い、必要に応じて、所要の措置を講じることとされているところです。 

（参考）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律 
（令和４年法律第 38 号）（抄） 

■附則 
（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定につ

いて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
   
〇 そのため、改正法の施行から５年後を迎える令和９年を見据えて、検討準備を始

める必要があります。 

〇 つきましては、下記のとおり法令上の課題や自治体のニーズについて、ヒアリン

グ調査へのご協力をお願いいたします。 
 
  ※ご回答は任意です。調査項目にご意見等がある場合、ご回答をお願いします。 
 

記 
 
１．調査対象 

市町村及び土地政策連携推進協議会に参加している関連団体（国の機関は除く） 
 

２．回答方法・提出先・問い合わせ先 
 別添（回答様式）に記載し、６月２６日（金）までに、メールでご提出をお願いい

たします。 
  ※ご回答の記載は、ご意見がある項目のみで結構です。 
 
 ＜提出先・問い合わせ先＞  

国土交通省 関東地方整備局 用地部 用地企画課 
関東地区土地政策推進連携協議会 事務局 劔持・佐藤・宮崎 
電話 ０４８－６０１－３１５１（代表） 
メールアドレス ktr-renkeikyougikai@mlit.go.jp 

以上 

69

mailto:ktr-renkeikyougikai@mlit.go.jp


 

 
 

所有者不明土地法に関するヒアリング項目 

 
＜土地所有者の探索について＞ 
①  所有者不明土地法の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成 30 年法律第 49

号、以下、「同法」という。）では、土地の所有者の探索の方法を具体的に規定する

とともに（同法施行令第１条、同法施行規則第１～第３条）、土地所有者等関連情報

の自治体内部での利用や、地域福利増進事業等を実施しようとする者への提供を

可能としております（同法第 35 条）。 
これらの規定を踏まえ、自治体や事業者等が土地所有者を探索するに当たって、

課題と考えられる制度見直し事項等がありましたら、具体的にご教示ください 
 
（回答例） 
特に相続人が多数におよぶ場合、土地所有者を全て調査しなければならず負担が

大きいため、所有者探索の範囲（５親等以内など）を限定できないか。（○○県 
司法書士会、〇〇市）。 

   
（回答欄） 

 

 
 
＜地域福利増進事業について＞ 
地域福利増進事業の裁定が行われた件数は、令和８年３月末時点で５件にとどまっ

ています。一方で、民法に基づく財産管理制度については、着実に申し立ての実績が

伸びてきております。そこで以下の②③について回答をお願いします。 
② 地域福利増進事業として実施できる事業は同法において列挙された事業に限定さ

れておりますが（同法第２条第３項及び同法施行令第６条）、「地域住民その他の

者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるもの」以外も含めて、地域

福利増進事業として実施するニーズがあると考えられる事業がありましたら、ご

教示ください。 
 
（回答例） 
ごみステーション（○○市）、コンビニエンスストア（○○市不動産業者） 
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（回答欄） 
 

 
③ 地域福利増進事業の活用を検討するにあたって、課題となっている事項や使いづ

らい点及び制度の改善案がありましたら、具体的にご教示ください。 
 

(回答例) 
事業区域等の確定や補償金の算定に時間を要する。（○○市） 
使用権の期間や原状回復義務を考慮すると採算がとれないため、原状回復を不要

としてほしい。（○○市不動産業者） 
財産管理制度と異なり、地域福利増進事業では所有権が得られないため、使いに

くい。10 年又は 20 年の期間中に所有者が現れなければ、最終的に地域福利増進

事業の事業者に所有権が移る仕組みは考えられないか。（○○市） 
   
（回答欄） 

 

 
＜所有者不明土地対策計画について＞ 
④所有者不明土地対策計画の策定に当たって、課題となっている事項及び制度の改善

案等がありましたら具体的にご教示ください。 
 

（回答例） 
市町村は、単独又は共同で計画を策定できることとされているが、都道府県や特

別地方公共団体（広域連合 等）でも策定できるようにしてほしい。（○○県） 

  
 （回答欄） 
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＜所有者不明土地の管理の適正化のための措置について＞ 
⑥ 所有者不明土地法において、所有者不明土地の管理の適正化のための措置として、

勧告・命令・代執行（同法第 38～40 条）ができる旨が記載されておりますが、課

題となっている点や使いづらい点等及び制度の改善案等があれば具体的にご教示

ください。 
   

（回答例） 
勧告の実施を検討したが、所有者不明土地法の要件のうち○○という点を満たさ

なかったので、勧告を見送ることになり、任意の指導で対応している。（○○市） 

 
（回答欄） 

 

 
＜所有者不明土地利用円滑化等推進法人について＞ 
⑦ 所有者不明土地利用円滑化等推進法人（同法第 47 条）については、「特定非営利

活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化

等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社」に限って指定を受けることがで

きるものとしておりますが、これら以外の法人（共同組合や商工会議所等）で、所

有者不明土地利用円滑化等推進法人として期待できる法人等があれば具体的にご

教示ください。 
（回答例） 
○○協同組合から推進法人になりたいとの相談を受けたことがある。（○○市） 

   
（回答欄） 

 

 
＜所有者不明土地等対策事業費補助金について＞ 
⑧ 所有者不明土地等対策事業費補助金について、課題となっている点や使いづらい

点等及び制度の改善案等があれば具体的にご教示ください。 
（回答例） 
都道府県広域的な見地から所有者不明土地等対策を行う場合、市町村が実施する

ことが困難な場合やその他特別の事情がある場合に限らず、補助を受けられるよ

うにしてほしい。（○○県） 
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（回答欄） 

 

 
 
＜その他＞ 
⑨ その他、同法上の手続に係る使いづらい点や改善点、所有者不明土地対策に係る

課題及び制度の改善案等があれば、具体的にご教示ください。 
   
（回答欄） 
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